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玄
満
祐
関
係
史
料
の
紹
介
泊

石
瀧
　
豊
美
　
君

福
岡
表
警
聞
懐
旧
談
　
（
二
十
）

こ
の
物
語
も
い
よ
い
よ
終
わ

り
。
次
回
は
各
犠
牲
者
の
墓
の

記
載
が
並
ぶ
。

前
回
に
引
き
続
き
、
博
多
土

居
町
石
川
新
五
郎
が
久
留
米
士

族
と
の
連
携
を
模
索
し
た
こ
と

に
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
死

刑
に
な
っ
た
五
名
の
判
決
文
。

千
代
の
松
原
招
魂
碑
の
碑
文

も
紹
介
さ
れ
る
。
明
治
二
十
二

年
は
憲
法
発
布
で
士
族
反
乱
で

処
分
さ
れ
た
人
々
の
名
誉
回
復

が
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
招

魂
碑
を
建
て
た
の
で
あ
る
。

◇

　

　

　

◇

明
治
丁
丑

福
岡
衰
雪
間
懐
旧
談
　
下

溝
漣
野
生
編
述

第
十
四
回
（
続
き
）

石
川
が
家
内
も
何
の
地
に
か

避
け
、
全
く
空
屋
同
様
な
れ
ば
、

向
家
な
る
大
工
業
の
家
に
行
き

酒
を
清
（
か
）
は
せ
、
独
り
炉

を
囲
み
て
思
案
な
せ
し
に
、
曾

て
懇
意
な
る
友
人
中
野
震
太
郎

の
父
某
、
口
で
来
り
訪
ひ
て
、

今
朝
来
の
顛
末
を
告
げ
、
足
下

も
此
所
に
は
片
時
も
止
る
可
か

ら
ず
、
早
々
立
ち
去
れ
よ
。
今

に
も
巡
査
が
来
る
ぞ
／
＼
と
の

注
意
を
与
へ
、
且
つ
東
方
面
の

一
累
は
大
休
山
に
集
屯
せ
し
と

の
こ
と
を
聞
き
し
か
ば
、
石
川

は
そ
の
意
を
決
し
、
姿
を
商
人

に
費
（
や
つ
）
し
て
住
吉
の
地

方
に
出
で
、
そ
れ
よ
り
平
尾
山

の
麓
を
迂
回
し
て
、
山
径
の
間

路
を
践
渉
し
て
辛
ふ
じ
て
大
休

山
絶
頂
に
辿
り
着
き
、
舌
間
始

め
知
己
の
一
累
に
廻
り
合
ひ
、

久
留
米
地
方
の
動
静
を
告
げ
、

隊
兵
に
加
は
り
て
内
野
地
方
へ

退
却
す
可
き
こ
と
ゝ
は
な
り
、

そ
の
途
次
、
野
芥
村
近
傍
に
て

道
具
と
激
戦
数
回
に
渉
り
、
日

暮
内
野
村
の
本
部
に
は
着
せ
し

が
、
折
ふ
し
大
雪
吹
（
吹
雪
）

に
遭
遇
、
身
体
殆
ん
ど
凍
減
せ

ん
と
す
る
斗
り
な
り
し
も
、
同

志
の
五
六
名
と
共
に
勇
を
鼓
し

て
気
を
励
ま
し
、
道
連
（
つ
い

し
ゅ
く
）
　
の
官
兵
と
防
戦
し
っ

＼
田
渕
に
至
り
、
そ
れ
よ
り

夜
行
五
里
の
険
路
を
践
渉
、
以

て
佐
賀
県
下
三
瀬
宿
に
着
す
。

同
宿
に
て
の
評
議
に
よ
り
、
又

々
八
里
程
の
険
路
を
歴
で
、
辛

ふ
じ
て
肥
前
転
宿
に
は
出
で
た

り
。
同
宿
に
て
石
川
は
吉
岡
慎

吾
の
差
図
に
よ
り
、
一
列
を
分

離
し
、
単
身
潜
行
し
て
中
原
宿

よ
り
久
嘗
米
地
方
に
轡
ひ
、
間

道
を
夜
行
し
て
高
良
山
の
麓
な

る
、
或
る
知
己
の
家
に
投
じ
て

地
方
の
有
志
者
に
密
会
し
、
聯

合
し
て
以
て
再
挙
を
図
る
に
汲

々
な
し
た
り
け
り
。
そ
れ
よ
り

知
己
な
る
瀬
ノ
下
葉
家
に
も
値

よ
り
、
遂
に
大
石
村
田
中
五
郎

が
二
階
家
に
潜
伏
し
て
事
を
謀

る
。
一
日
久
脅
米
の
有
志
松
岡

勝
太
郎
等
四
五
名
も
尋
ね
訪
ひ

し
か
ば
、
集
合
し
て
窃
に
弾
薬

の
挿
方
等
を
な
し
、
そ
れ
よ
り

水
田
地
方
の
有
志
を
訪
ね
て
、

共
に
謀
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
そ

の
地
方
に
赴
き
、
夜
行
の
途
中

に
於
て
警
吏
に
探
知
せ
ら
れ
、

遂
に
捕
縛
に
は
就
き
、
福
岡
表

へ
護
送
、
久
敷
く
繋
囚
せ
ら
れ
、

従
役
（
徒
役
力
）
に
処
せ
ら
れ
、

期
満
ち
て
、
幸
に
し
て
今
日
強

健
を
保
っ
て
千
代
町
松
原
筋
に

て
自
営
日
食
せ
し
な
り
。

第
十
五
回

○
越
知
彦
四
郎
其
他
の
処
刑

宣
告
文

○
千
代
松
原
招
魂
碑
文

○
殉
教
壮
士
之
墓
場

宣
告
文

福
岡
県
筑
前
国
那
珂
郡
西

職
人
町
居
住

同
県
士
族
　
越
知
彦
四
郎

二
十
六
年
七
ケ
月

其
方
儀
、
朝
憲
ヲ
悼
ラ
ズ
、
党

与
ヲ
募
り
、
兵
器
ヲ
弄
シ
、
官

兵
二
抗
シ
、
逆
意
ヲ
達
ス
ル
科

二
依
り
、
除
族
ノ
上
、
斬
罪
申

付
ル明

治
十
年
五
月
一
日

福
岡
県
筑
前
国
那
珂
郡
平

尾
村
住

同
県
士
族
　
久
光
忍
太
郎

二
十
五
年

其
方
儀
、
越
知
彦
四
郎
ノ
逆
意

ヲ
佐
ケ
、
衆
ヲ
集
メ
、
兵
器
ヲ

弄
シ
、
官
兵
二
抗
ス
ル
ノ
科
二

依
り
、
除
族
ノ
上
、
斬
罪
申
附

明
治
十
年
五
月
一
日

福
岡
県
筑
前
国
早
良
郡
西

新
町
居
住

同
県
士
族
　
村
上
彦
十

三
十
四
年
四
ケ
月

其
方
儀
、
越
知
彦
四
郎
ノ
逆
意

ヲ
佐
ケ
、
兵
器
ラ
弄
シ
、
官
兵

二
抗
ス
ル
而
已
ナ
ラ
ス
、
懲
役

場
二
乱
入
シ
、
罪
人
ヲ
解
散
七

シ
ム
ル
科
二
依
り
、
除
族
ノ
上
、

斬
罪
申
附
ル

明
治
十
年
五
月
一
日

福
岡
県
筑
前
国
遠
賀
郡
戸

畑
村
居
住

同
県
士
族
　
加
藤
堅
武

二
十
五
年
六
ケ
月

其
方
儀
、
越
知
彦
四
郎
ノ
逆
意

ヲ
佐
ケ
、
兵
器
ヲ
弄
シ
、
官
兵

二
抗
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
民
家

二
放
火
セ
シ
ム
ル
科
二
依
り
、

除
族
之
上
、
斬
罪
申
附
ル

明
治
十
年
五
月
一
日

福
岡
県
筑
前
国
那
珂
郡
船

町
居
住

同
県
士
族
　
式
部
小
四
郎

三
十
年
十
一
ケ
月

其
方
儀
、
朝
憲
ヲ
悼
ラ
ス
、
党

与
ヲ
募
り
、
兵
器
ヲ
弄
シ
、
官

兵
二
抗
シ
、
逆
意
ヲ
蓮
ス
ル
科

二
依
り
、
除
族
之
上
、
斬
罪
申

附
ル

明
治
十
年
五
月
三
日

千
代
松
原
招
魂
碑
々
文

（
碑
文
は
写
し
間
違
い
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
原
文
の
ま

ま
引
用
…
・
・
石
渡
）

吾
県
越
知
式
部
久
光
舌
間
等
之

挙
兵
也
　
将
□
薩
隆
盛
与
官
軍

抗
戦
之
日
　
亡
何
越
知
諸
士
敗

両
所
禽
新
兵
　
間
者
与
彼
徒
曽

親
善
老
来
謁
余
蒲
田
　
轡
日
朝

廷
遣
使
於
韓
　
韓
人
答
不
遜

西
郷
及
一
二
臣
悼
受
国
辱
　
廷

争
議
往
面
責
譲
之
　
衆
議
不
協

寛
逸
官
去
　
江
藤
氏
固
執
異
議

至
以
作
乱
　
明
治
七
年
佐
賀
之

役
　
諸
士
頗
請
調
停
以
宥
其
罪

而
朝
官
不
可
　
江
藤
敗
後

詰
又
与
西
郷
桶
野
等
通
与
四
方

従
遊
士
文
典
弗
也
　
西
郷
以
謂

殊
住
専
者
抱
蔵
好
轟
厭
廃
己
也

太
甚
　
十
年
二
月
将
詣
開
下

抗
疏
而
途
所
掘
撃
　
朝
廷
遽
降

以
征
討
之
命
　
諸
士
課
目
　
西

郷
氏
当
　
維
新
之
隆
　
固
有
盃

績
　
名
馬
倶
崇
　
海
内
入
所
推

冤
柳
沈
痛
以
至
此
　
且
熊
本

山
口
秋
月
之
乱
相
続
不
已
者

量
目
非
民
人
怨
痛
之
所
□
平

今
閲
顕
中
道
　
志
願
不
能
伸

連
移
時
恐
有
損
命
　
不
加
速
赴

東
京
而
諌
奏
焉
　
彼
若
不
遂
志

則
我
輩
茂
之
乃
　
急
募
士
得
六

百
余
人
　
皆
目
以
此
衆
直
進
必

所
阻
過
　
何
不
襲
官
軍
之
不
意

然
後
発
也
　
於
之
三
月
二
十
八

日
昧
明
襲
公
庁
及
分
営
在
城
中

者
　
而
事
卒
不
済
而
死
焉
　
我

等
相
議
日
　
彼
之
暴
挙
罪
固
不

可
辞
　
然
思
天
下
之
事
　
欲
皇

張
国
鰻
　
義
気
勃
々
不
堪
憤
踊

済
与
否
委
之
命
　
奮
進
改
身

萄
不
顧
死
　
其
操
功
激
昂
寧
可

混
妓
乎
　
乃
請
亨
祀
干
招
魂
揚

言
允
可
因
建
右
記
姓
名
　
又

将
刻
碑
文
次
著
公
工
寛
恕
之
恩

□
後
世
知
恵
所
存
不
可
以
区

々
論
奏

敢
請
　
余
話
即
記
客
所
言
如
此

明
治
二
十
二
年
十
一
月
建
之

瀧
田
懸
吉
撰

関
　
秀
麿
書

上
の
写
真
は
右
か
ら
武
　
（
遵
）
都

小
四
郎
、
村
上
彦
十
、
穂
波
半
太

郎
、
山
中
立
木
、
尾
崎
惑
。
明
治

5
年
撮
影
、
大
正
1
3
年
に
複
写
し

た
も
の
。
下
の
写
真
は
、
山
中
が

写
真
の
真
に
記
し
た
説
明
書
き
。

福
岡
の
変
で
の
肩
書
や
「
斬
罪
－
一

度
セ
ラ
ル
」
な
ど
処
分
が
紀
さ
れ

て
い
る
。
山
中
は
福
岡
市
の
初
代

市
長
。
軍
費
は
曾
孫
、
山
中
寵
彦

氏
（
6
1
）
＝
福
岡
市
早
良
区
西
新
＝

が
所
有
。
記
念
館
に
複
写
を
展
示


